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は じ め に

１．問題の所在

中国の文化大革命期（１９６６～７６年，文革）に

紅衛兵や造反派の一部により提起された，毛沢

東や文革に対する批判的言説に関しては，毛沢

東思想および毛の文革理念との関連から把握さ

れることが一般的である。例えば，宋・孫（１９９７）

は，それらを文革期に毛沢東および文革の指導

組織としての中国共産党「中央文革小組」の立

場と対立する「異端思潮」と位置付けてはいる

ものの，その形成過程における毛沢東思想の影

響に比重を置いている。また，宋永毅らの研究

では「極左派」の言説に関して「マルクス・レ

ーニン主義，毛沢東思想の枠を出ないもの」［宋

・孫１９９７，２６９，３４１］とされている。同様の見

方は宋以外の論者においても一般的である。し

かし，「マルクス・レーニン主義」と「毛沢東

思想」が理論上多くの相違を含んでいることが

既に指摘されている点に着目すれば，紅衛兵の

思想形成における「マルクス・レーニン主義」

と「毛沢東思想」の影響を同列に論ずることに

紅衛兵の言説における非毛沢東思想的要素について
──「上海コンミューン」以前を起点として──
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中国文化大革命期に紅衛兵の一部が提起した「極左思潮」に関しては従来，「マルクス・レーニン

主義，毛沢東思想」の枠組みのなかで形成された急進的思想であり，文革の方向性の転換に対する彼

等の反発を契機として生じたとの理解が一般的である。その一方で，マルクス・レーニン主義と毛沢

東思想が異なる要素を有していることは既に指摘されている。また，この種の理念的不一致には，毛

沢東が「延安整風運動」において中国共産党の指導権を掌握する以前に存在していた，コミンテルン

＝ソ連型の社会主義と毛沢東思想との対立と同様の傾向を指摘し得るであろう。これらの点に着目す

れば，紅衛兵の「極左思潮」は，マルクス・レーニン主義と毛沢東思想の対立という側面からの理解

が可能になるであろう。本稿は以上の点を踏まえ，マルクス・レーニン主義，毛沢東思想の相違に着

目し，それが文革に対する紅衛兵の認識に及ぼした影響を検討したものである。
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は，限界が存在するように思われる。端的に言

えば，紅衛兵の言説における「マルクス・レー

ニン主義」と「毛沢東思想」の影響は別個の存

在として検討されるべきと考えられるのである。

これと関連し近年，紅衛兵の「地下読書運動」

に関する研究成果が相次いで発表されているが，

その内容は「異端思潮」に象徴される紅衛兵・

造反派の言説をめぐり一般的であった上述の認

識を再考する必要性を提起しているように思わ

れる。宋永毅は近年，「地下読書運動」に関す

る論考において，紅衛兵が文革以前に非正規の

形態で出版された書籍を家宅捜索等の過程で入

手し，それらの書籍への研鑽を通じ毛沢東思想

とマルクス・レーニン主義の理論的相違を認識

するに至ったと指摘している。宋の研究の特筆

すべき点としては，紅衛兵が「地下読書運動」

の過程で手にした書籍名が具体的に列挙されて

いる点が挙げられる。その内容は多岐にわたっ

ており，そのなかにはハイエク［ハイエク１９９３

訳］や社会主義体制下での特権階級の出現を批

判したミロヴァン・ジラス（ユーゴスラビア元

副大統領）の著作に象徴されるように，「反社

会主義的」内容を含むものさえ存在していた［宋

２００５］。同様の事実については，余汝信や華新

民，駱小海らも明らかにしている。それらによ

れば，紅衛兵の一部は文革発動後間もない１９６６

年後半から６７年初の段階で早くも文革理念と現

実の相違に直面し，ある種の困惑を抱くに至っ

た。かかる状況に対し，彼等は読書による自己

研鑽を通じてマルクス・レーニン主義と毛沢東

思想への理解を深め，それを基に文革の性格の

把握を試みた。その結果彼等はマルクス・レー

ニン主義と毛沢東思想の相違を理解し，さらに

は前者に依拠し後者および文革を相対化する心

境に至ったという［華２００４；余２００６；駱２００６］。

これらの研究は紅衛兵・造反派が毛沢東思想を

相対化する過程を検討するうえで，示唆を与え

てくれる。また，余（２００６）が収集した庶民に

よる「上書」や，近年相次いで発表されている

個人の言説をめぐる研究や回想は，文革批判の

論理が毛沢東思想を踏まえつつも，それのみに

依拠していた訳ではなく，それらの多くがマル

クス・レーニン主義によって毛沢東思想を相対

化する試みを基になされていたこと，さらには

それが文革以前の段階において既になされてい

た事実を示している。当時，これらの書籍に対

する研鑽と独自の思考は，それ自体が政治的性

格を有するものとして憚られる雰囲気が存在し

ていた［魏・丁『人民網』ウェブサイト］。にも

かかわらず，それが一定の拡がりをもってなさ

れた事実は，紅衛兵・造反派世代の文革期にお

ける思考様式や思想形成の過程が毛沢東思想一

辺倒という単純化されたイメージで把握し得る

ものではないことを示しているといえよう［中

津２００８，１４］。

以上の点を念頭に置いて考えた場合，紅衛兵

・造反派における「異端思潮」の形成過程に毛

沢東思想とマルクス・レーニン主義の影響を認

めるにせよ，彼等が上述のような独自の思考様

式を有していたと仮定した場合，マルクス・レ

ーニン主義と毛沢東思想を無条件に一体の存在

として理解していたか否かについて，再度検討

がなされる必要が生じると思われるのである。

しかし現在までのところ，これに関しては必ず

しも充分な検討がなされているとは言い難い。

２．マルクス・レーニン主義と毛沢東思想を

めぐって

ところで，紅衛兵におけるマルクス・レーニ

紅衛兵の言説における非毛沢東思想的要素について
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ン主義と毛沢東思想の受容をめぐっては上述の

要素に加え，毛沢東による指導権掌握後の中国

共産党さらには中華人民共和国成立（１９４９年）

後の中国での「社会主義」という概念の変化に

も着目する必要があると考えられる。

例えば，中華人民共和国の成立以前に陝西省

を中心とする中国共産党根拠地において毛沢東

の指導下で展開された「延安整風運動」（１９４２

～４５年）では，共産党指導部内における毛沢東

の権威が確立すると同時に，それ以前に共産党

指導部内でコミンテルンの影響を背景として党

指導者としての地位を保っていた王明（１９０４―

７４）らソ連留学経験者の政治的影響力が一掃さ

れた。また，指導理論の面においては王明らが

依拠したソ連型マルクス・レーニン主義理論，

即ち都市プロレタリアートを革命の主要勢力と

位置付け，理論面においては社会発展における

「客観規律性」を重視する理論に代わり，農村

の貧農・下層中農を革命の中心勢力と位置付け，

理論面では個人の意志の作用すなわち「主観能

動性」を重視する毛沢東思想が，ソ連型のマル

クス・レーニン主義に代わる「中国のマルクス

・レーニン主義」としての権威を獲得する契機

となったことは，既に指摘されているとおりで

ある。中華人民共和国成立後はそれが段階的に

強化されるに至った。その過程でマルクス・レ

ーニン主義自体が再検討の対象とされることは

なかったものの，毛沢東思想の権威強化は相対

的にソ連型マルクス・レーニン主義の形骸化の

進行を意味したといってよい。例えば，１９５０年

代末から文革直前の６０年代前半にかけてマルク

ス・レーニン主義，毛沢東思想の一体化が強調

される一方，現実にはマルクス・レーニン主義

に依拠した哲学，経済学理論が相次いで「反社

会主義的」とされた事例は，それを端的に示し

ている［肖１９９９，１０９４―１０９６］。

にもかかわらず，毛沢東指導下でのソ連型マ

ルクス・レーニン主義の形骸化をめぐる状況は，

それが思想的領域における検討の対象から外れ

たことや権威の低下を意味するものではない。

例えば，余習広が明らかにした上書の事例等は，

上書者がマルクス・レーニン主義と毛沢東思想

を対立する存在と捉えたうえで，前者にある種

の思想的正統性を見出す一方，後者とそれに基

づく政治・社会秩序の形成過程にマルクス・レ

ーニン主義と相容れない要素を見出し，批判的

意識を強めていた事実を明らかにしている［余

２００６］。かかる思想的営為は当時の政治的・社

会的状況を反映し，個人ないし少数の範囲での

みなされ，外部に公表されることはなかったも

のの，かかる試みが存在した事実は，延安整風

運動以降定式化された「マルクス・レーニン主

義，毛沢東思想」という図式が，独自の思想的

営為を堅持していた人々の間では一貫して懐疑

の対象であり続けたことを示している。見方を

変えれば，ここには社会主義をめぐる「ソ連型」

と「中国型」の拮抗という，延安整風運動によ

り解決されたはずの共産党内における理論対立

と同様の構図が存在しているといえる。

では，紅衛兵・造反派内部での「異端思潮」

をめぐる動向にはこのような側面は存在しない

のであろうか。先述の如く，彼等の異端思潮に

関しては従来，毛沢東思想および文革理念との

関連から検討されることが一般的であった。し

かし，この問題をめぐる近年の研究や元紅衛兵

・造反派の回想は，彼等の「異端思潮」が必ず

しも「マルクス・レーニン主義」と「毛沢東思

想」の同一性を前提とせず，両者を対立的に捉
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える観点から形成されていた事例も存在してい

た可能性を示している。例えば，近年発表され

た元紅衛兵の回想録では，彼等が人脈を形成す

る過程で延安整風運動以前に王明らソ連留学経

験者の系統に属していた古参共産党員と接触し

た事実も記されている［魯２００５，４１９］。同様の

事例が他の紅衛兵の場合にも存在し，それが「異

端思潮」ないし「極左思潮」の形成過程に何ら

かの影響を及ぼした可能性も否定できないであ

ろう。さらに言えば，彼等の一部が「ソ連型」

社会主義に一種の思想的正統性を見出した可能

性も指摘し得るであろう。だが，今までのとこ

ろこのような観点からの検討はなされていない。

そこで本稿では，紅衛兵・造反派の「極左思

潮」「異端思潮」の性格に関して，一体化され

た存在としての「マルクス・レーニン主義，毛

沢東思想」から派生したものとしてではなく，

彼等が毛沢東思想をマルクス・レーニン主義的

観点から相対化した結果として生じたものとす

る仮説を立て，再検討する。対象としては，文

革初期に毛沢東によって提起され，紅衛兵・造

反派にも多大な影響を与えた「コンミュー

ン」（注１）理念に着目する。コンミューンはマル

クス・レーニン主義において，共産主義移行後

の政治・社会秩序とされ，その特徴としては，

民意に基づく官吏の任免や特権的待遇の廃止に

象徴される一種の直接民主制的政治制度，分業

の解消に伴う自給自足的経済形態，常備軍の廃

止とそれに替わる全民武装の実現等が挙げられ

る。文革期には毛沢東もその実現を提起してい

る。しかし，１９６７年１月の上海造反派による上

海市共産党・政府組織への奪権とそれに続く

「上海コンミューン」（上海人民公社）樹立の試

みは，毛沢東自身の介入により挫折に追い込ま

れた。それに対し，一部の造反派紅衛兵組織は

コンミューン実現を文革の最終目標とする立場

を堅持し，毛沢東らと衝突するに至った。彼等

が「極左派」紅衛兵である。

このような経緯もあり，文革期の紅衛兵にお

けるコンミューン理念に関しては専ら毛沢東思

想との関連性に加え，「上海コンミューン」撤

回への反発との関連から分析がなされてきた。

端的にいえば，コンミューン理念に対する彼等

の探究は「上海コンミューン」をめぐる動きへ

の反動として位置付けられていたといえる。例

えば，天児慧氏は毛沢東が文革初期に提起した

「５・７指示」（１９６６年５月，後述）の内容と「中

国共産党中央委員会のプロレタリア文化大革命

に関する決定」（「十六条」，６６年８月）における

「基層組織におけるパリ・コンミューン型選挙

の実施」という文言に，毛沢東の文革理念とし

てのコンミューンのイメージを見出したうえで，

毛自身によるコンミューン理念の撤回がそれに

こだわる紅衛兵の間に激しい「異議申し立て」

を呼び起こしたとしている［天児２００４，１９５］。

文革理念に対する紅衛兵の固執と毛沢東に対す

る不信感という点に着目した場合，この種の見

方は有効である。反面，文革期における毛沢東

のコンミューン理念とマルクス，レーニンが提

起したコンミューン理念との比較がなされてい

ないことや，紅衛兵におけるコンミューン理念

を毛沢東のそれと同一のものとして捉えている

こと，さらにマルクス・レーニン，毛沢東のコ

ンミューン理念と「極左派」の言説との対比が

不充分である点が，問題点として指摘し得ると

思われる。これに関連し，マルクス・レーニン

主義と毛沢東思想におけるコンミューン理念の

相違をめぐっては陳小雅（２００５，２１６，２１７），紅

紅衛兵の言説における非毛沢東思想的要素について
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衛兵のコンミューン理念とマルクス・レーニン

主義の共通性については宋（１９９６）がそれぞれ

言及しているが，前者は紅衛兵のコンミューン

理念がマルクス・レーニンと毛沢東のいずれの

系統に属するものが明確ではなく，後者は紅衛

兵のコンミューン理念に対する「マルクス・レ

ーニン主義」「毛沢東思想」の影響を一体の存

在とする前提で議論が展開されている。換言す

れば，マルクス・レーニン主義と毛沢東思想に

おけるコンミューン理念の性格の差異を念頭に

置き，かつ紅衛兵のコンミューン理念が両者の

いずれに属するか，に着目した研究はなされて

いない。

本稿は以上の点を踏まえ，紅衛兵におけるマ

ルクス・レーニン主義，毛沢東思想の受容に関

して，マルクス・レーニン主義におけるコンミ

ューン理念の特質，特に自治と直接民主主義的

制度をめぐる論理を確認したうえで，（１）文革

以前の段階での毛沢東の言説における，コンミ

ューン理念的思考，（２）文革期におけるコンミ

ューン理念の展開と実践に関して検討したうえ

で，（３）紅衛兵のコンミューン理念に関して，

マルクス・レーニン，毛沢東のそれと対比しそ

の思想的特質，具体的には紅衛兵のコンミュー

ン理念をめぐる両者の影響関係を明らかにする。

それにより，「極左思潮」を一体化された存在

としての「マルクス・レーニン主義，毛沢東思

想」の産物であり，かつ「上海コンミューン」

挫折に対する反動とする従来のイメージを再検

討する。

これらを通じ，紅衛兵の言説における非毛沢

東思想的要素の発生過程を明らかにすることを，

本稿の目的とする。

Ⅰ 文革とコンミューン理念の系譜

１．マルクス・レーニン主義におけるコンミ

ューン

マルクス・レーニン主義における共産主義社

会の政治・社会秩序のイメージとしては，（１）

共産主義社会への移行に伴う，労働・生産活動

での分業の解消，（２）「抑圧装置」としての国

家権力の解体と，それに替わる直接民主主義的

制度の実現，（３）その具体化としての「パリ・

コンミューン」型政治・社会モデルの形成が挙

げられるであろう。

第１の問題に関してマルクスは，生産力の高

度な発展した資本主義社会における分業が生産

手段の私的所有の拡大へと発展し，最終的には

社会の分裂要因となるとの見方に立ち，「労働

が分業化され（ている）始めると，各人は自分

に押しつけられる一定の排他的な活動領域をも

つようになり，そこから抜け出せなくなる」状

態となるが，将来の「共産主義社会では，各人

は排他的な活動領域というものをもたず，任意

の諸部門で自分を磨くことができる。共産主義

社会においては社会が生産の全般を規定してお

り（中略），私は今日はこれを，明日はあれを

し，朝は（靴屋）狩をし，（そして昼［には］）午

後は（庭師）漁をし，夕方には（俳優である）

家畜を追い，そして食後には批判をする──漁

師，漁夫，（あるいは）牧人あるいは批判家に

なることなく，私の好きなようにそうすること

ができるようになるのである」［マルクス・エン

ゲルス２００２訳，６６―６７］という，分業の解消と

自給自足的経済の実現を理想とした。そのため

の必須条件となるのが，「共産主義的革命によ

34



る現存社会状態の転覆（と解消）によって，そ

して，それと同じことである私的所有の廃止」

であった［マルクス・エンゲルス２００２訳，７９］。

第２，第３の問題に関して，エンゲルスは

「すでに本来の意味での国家ではなかったパリ

・コミューン」を共産主義実現後における政治

秩序と位置付ける。エンゲルスは，国家は共産

主義への過渡期において「革命と闘争の過程で

敵を暴力的に抑圧するための一時的な装置」に

変化し，「（プロレタリアートが）自由について

語れるようになれば，もうかかる意味での国家

は存立することをやめ」［マルクス１９９９訳，８５］，

共産主義社会では「人民による行政」が実現す

るとしている［マルクス１９９９訳，８４］。レーニ

ンはこれに加え，国家の消滅からコンミューン

の実現に至る過程では「官吏制度を一挙に，い

たるところで，徹底的に粉砕することは，問題

になりえない（中略）。しかし，古い官吏機構

を一挙に粉砕して，いっさいの官吏機構を漸次

なくしてしまうことを可能ならしめる新しい官

吏機構をただちに建設しはじめること」［レー

ニン２０００訳，７２］は可能であるとした。レーニ

ンによれば，プロレタリア革命により「ひとた

び人民の多数者が自分の抑圧者を抑圧すること

になると，抑圧のための「特殊権力」はもはや

必要でなくなる」のであり，「住民の多数への

民主主義の拡張と両立する」［レーニン２０００

訳，１２７］状態の段階的実現が可能になるとし

た。国家はこの過程で「市民間の形式的な平等

の承認を，国家制度の決定と国家統治とにたい

する全市民の平等な権利の形式的な承認」［レ

ーニン２０００訳，１２７］へと発展させ，「すべての

人が国家統治に参加」することにより，最終的

には「国家がますます急速に消滅し始める」［レ

ーニン２０００訳，１４１―１４２］ことが想定された。

レーニンのこの認識は「全市民」が「国家制度

の決定」に関与する可能性を示した点において，

共産主義社会における行政レベルでの住民自治

に加え，直接民主主義的政治秩序の確立と「ブ

ルジョワ的議会制度」に対比される存在として

の全民規模による政策立案，決定の実現の可能

性を提起したものであったといえる。

以上がマルクス・レーニン主義におけるコン

ミューン理念の骨格であるならば，その具体化

は単に経済面での分業の解消と自給自足的経済

の実現，行政事務処理に対する民衆の関与とい

うレベルに留まらず，「国家」に替わる存在と

してのコンミューンにおける，憲法に相当する

最高法規の立案をはじめとする，政策決定全般

に対するコンミューンの絶対多数の民衆の直接

的，恒常的関与の制度的保障を基本的前提とし

てなされる必要が生じるのである。その厳格な

運用を意図する場合，上述の要素のいずれかの

欠落は理論上，コンミューンを不完全なものと

するか，コンミューンとしての性格の消滅に等

しいものとなると考えられるのである。これを

文革期における事例に敷衍した場合，紅衛兵が

コンミューンの厳格な実現を目指す場合，彼等

にとっての関心事は分業の解消に留まらず，直

接民主主義的制度の実現の可否もその中に含ま

れたはずである。であるならば，毛沢東のコン

ミューン理念におけるその位置付けは当然，彼

等の注目の対象となったであろう。

２．毛沢東におけるコンミューン

マルクス，レーニンの言説における上述の要

素は，毛沢東のコンミューン理念にいかなる形

で反映されたのであろうか。

毛は共産主義社会の秩序に関して，文革発動

紅衛兵の言説における非毛沢東思想的要素について
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直前の１９６６年５月７日，林彪（当時・中国共産

党副主席）宛ての，後に「５・７指示」と呼ば

れた書簡において，「世界大戦が発生しないと

いう条件のもとにありさえすれば，軍隊は大き

な学校であるべき」だとし，「この大きな学校

では，政治を学び，軍事を学び，文化を学ぶこ

とです。また，農業・副業生産に従事すること

ができます（中略）。このようにして，軍と学，

軍と農，軍と工，軍と民という数項を兼ねるこ

とができます」と述べた（注２）。天児慧氏は「５

・７指示」が描く社会の特徴について「最小限

の分業は認めるが，できるだけ特化しない，あ

らゆる能力を発揮し，かつ自給自足的に生きる

人間像が描かれている（中略）。それはまさに

初期マルクスが『ドイツ・イデオロギー』の中

で示した人間のユートピア的生き方であった」

と述べ，「５・７指示」におけるマルクス主義

のユートピア像および理想の人間像の影響を指

摘する［天児２００４，２００］。ここに，分業の解消

が毛にとって重要な関心事となっていたことが

明らかになる。

プロレタリア革命から国家消滅に至る過程と，

共産主義社会への移行後における住民自治およ

び直接民主主義的制度という，レーニンが重視

したイメージに関してはどうであろうか。毛沢

東は「国家は一般的に勝利するか，または死滅

するかの可能性をもっており，レーニンは死滅

という可能性をあからさまに，いってのけたが，

わが人民共和国にも二つの可能性があり，こう

した可能性を否定してはならない」（注３）という

文革以前の言説にも示されるように，共産主義

への移行に伴う国家解体というレーニン主義的

国家論の原則を重視していた。その雛型が大躍

進（１９５８～６１年）期に建設された「◯１「工農商

学兵の結合」，◯２合作社という経済組織と郷人

民政府・郷人民代表大会という政治行政権力を

合体した組織，いわゆる「政社合一」，◯３郷＝

公社管理委員会，行政村＝生産大隊，自然村＝

生産隊に沿って所有・管理を組織化した「三級

所有」，◯４労働点数制に基づく「給与制」，◯５「公

共食堂」「共同住宅」の設置──を柱とし，共

産主義と基礎単位という体裁」［天児２００４，１３８］

を整えた人民公社であった。このうち，マルク

スおよびレーニンにおける自治のイメージに相

当するのは◯２◯３であると思われるが，毛は人民

公社を「共産主義の萌芽」としたうえで，公社

での自治に関して「都市も郷村も一律に公社と

呼び（中略），公社の中には「内務部」（行政科）

を設け，生死の届け，婚姻，人口，民政を管理

する」（注４）と述べている。これらの業務内容は

主に住民の日常生活に関わる範囲を対象とした

ものであり，人民公社での行政事務が住民自治

の形態によりなされることが明らかにされたと

いえる。「５・７指示」において言及された個

人が複数の業種に従事する形式にも，同様の傾

向がみられる。これらは，基層レベルでの行政

事務を公社成員に委託することにより，官僚支

配的構造の変革を目指す試みとしての性格を有

するものとみることも出来るであろう。その限

りにおいては，マルクスおよびレーニンが想定

した自治の実現は可能になる。反面，これらは

あくまで日常生活と関わる範囲での実務処理に

限定されている感がある。公社成員の政治への

関わりをめぐっても，公社レベルでの政策決定

に対する公社成員の関与の制度化さえ具体的に

提起されておらず，レーニンが指摘した「国家

制度の決定」への住民の関与，すなわち直接民

主主義的制度に基づく参政権の保障についても
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解決されているとは言い難い。同様に，「５・

７指示」から直接民主主義的手段に基づく住民

の参政権の保障に関わる内容を見出すことは難

しい。

この背景には，「国家解体」というレーニン

主義的国家論を受け入れる一方，直接民主主義

的制度には懐疑的な毛の姿勢が影響を及ぼして

いたと考えられる。毛は文革以前の段階におい

て既に「国家は階級闘争の道具であり，少数の

ものが国家を構成するしかないのであり，５億

の人びと全部がどうして国家（の機関員）にな

り得よう（中略）。極端な民主主義，極端な平

均（主義）は総じて通用しないのだ」（注５），「大

衆は起ちあがると盲目的になる」（注６）という認

識を有していた。これは，コンミューン移行後

に民衆の政治参加を軸とする直接民主主義的制

度の実現を想定したレーニンの認識と，大きく

異なるものであったと言わざるを得ない。また，

大衆参加の「潜在的危険」を示唆するかの如き

発言は，歴史における人民の潜在力を重視する

毛自身の哲学とも一致しないものであった。

一連の発言からは，基層レベルでの住民自治

の可能性は認めつつも，レーニン的な意味での，

住民が「国家の機関員」として「国家統治に参

加する」形での直接民主主義的制度の実施には

慎重な毛の姿勢が浮かび上がるのである。この

点に，後の「上海コンミューン」に否定的見方

を示した毛の意識の萌芽を見出すことができる

ように思われる。

３．コンミューンと直接民主主義をめぐる問題

１９６６年５月末，聶元梓 （北京大学哲学科講師）

らが北京大学党委員会指導部を批判する壁新聞

を発表すると，毛沢東はそれを「二十世紀六十

年代の中国におけるパリ・コンミューンの宣言

書であり，その意義はパリ・コンミューンをも

しのいでいる」（注７）と絶賛した。その後，１９６６

年８月に共産党中央委員会名義で発表された

「プロレタリア文化大革命に関する決定」（以

下「十六条」）は，当時各部門で組織されつつあ

った「文化革命班，文化革命委員会，文化革命

代表委員会」を「大衆が共産党の指導のもとに

自分で自分を教育するもっともすぐれた，新し

い組織形態」と位置付け，それらの組織の代表

選出に際しては「パリ・コンミューンのように，

全面的な選挙制がとられなければならない。候

補者の名簿は，革命的な大衆がじゅうぶんに下

相談したうえで提出し，さらに大衆がくりかえ

し討論したのち，選挙を行わなければならない。

当選した文化革命委員会の成員，文化革命委員

会の代表にたいしては，大衆はいつでも批判を

くわえることができる。もしその職にふさわし

くないものがあれば，大衆が討論したうえで，

改選あるいは，更迭することができる」［東方

書店出版部１９７０，第１巻，１０５］とした。文化革

命委員会等の選出方法としてのパリ・コンミュ

ーン型選挙の提起は，直接民主主義的制度の導

入を想起させるものであった。しかし，それが

事実上イメージの域を出るものではなかったこ

とは，文化革命委員会の活動が「共産党の指導」

を前提とし，さらにパリ・コンミューン型選挙

やリコールの対象が文化革命委員会等の基層組

織での代表選出に特化されている点にも，既に

反映されていたとみることが出来る。マルクス

およびレーニンが想定したコンミューンにおい

ては，代表選出に留まらず全民参加による自治

が重視されていたと理解できるが，「十六条」

がその制度化を目指すことはなかった。加えて，

各職場・学校での文化革命代表大会等の代表選

紅衛兵の言説における非毛沢東思想的要素について
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出は各現場での利害対立を反映し紛糾するか

［陳煥仁２００５，８２，９１―９２］，候補者が事実上，

文革以前から共産党組織に服従していた「好学

生」に限定される［魯２００５，７２］など，「十六

条」の規定は当初の段階から既に形骸化してい

た。特に後者の例の場合，基層における成員の

意志が代表選出に反映される可能性は，ほぼ皆

無だったと思われる。これをマルクスおよびレ

ーニンにおける，コンミューンでの直接民主主

義的制度のイメージと対比するならば，それを

具体化する試みは当初から存在しなかったとい

ってよい。

４．毛沢東の指導によるコンミューン──北

京と上海の事例

では，毛沢東におけるコンミューンのイメー

ジは，文革の展開にいかなる形で反映されたの

であろうか。以下の部分ではこの問題に関し，

奪権に続きコンミューン樹立の試みがなされた

北京および上海の事例に着目し検討する。上海

では１９６７年１月，「紅衛兵上海市大専院校革命

委員会」等の造反派紅衛兵と「上海市工人革命

造反総司令部」（「工総司」）を中心とする労働

者組織が前出の張春橋・姚文元（中央文革小組

組員）らの指示の下，『文匯報』等の報道機関

および共産党・行政機関への奪権を決行した。

同月２３日には，奪権後の同月１２日に張春橋らが

既に成立させていた「上海市革命造反派連絡ス

テーション」（上海市革命造反派聯絡総站）が奪

権後の臨時権力機構へと移行すると，毛沢東は

それをいち早く支持した（注８）。それは，毛沢東

のコンミューン理念が具体化される絶好の機会

でもあった。では，それはいかにして具体化さ

れたのであろうか。

コンミューンをめぐる毛沢東の言動には，一

方ではそれを肯定し他方では一定の枠を設定す

るかの如き，一見矛盾する内容がみられた。毛

は雑誌『紅旗』が「プロレタリア革命派の奪権

闘争を論ず」（論無産階級革命派的奪権闘争）を

発表（１９６７年２月３日）した直後，「北京コンミ

ューン」（北京人民公社）の名簿作成を検討した

［王１９９６，１９１］。同時に，陳伯達（中央文革小

組組長）が上海の関係者にもコンミューンの樹

立を考慮するよう指示をした［王２００１，９７０］。

一方，当時，上海の造反派指導者のひとりであ

った徐景賢（後に上海市革命委員会副主任）によ

れば，張春橋や姚文元ら上海の造反派指導者は

奪権後の新たな権力機構の形態に関して，「一

月革命」を主導した組織を軸として，群衆組織

主導のコンミューンに発展させることを考慮し

ていた。だが，毛沢東がその際に軍隊・革命幹

部・群衆組織の代表の参加を求めたため，張・

姚らの計画は立ち消えになった［徐２００４，７０］。

この時点で，群衆組織を主体とする自発的なコ

ンミューンの結成は困難になった。加えて，コ

ンミューン指導部内での主導権をめぐり造反派

内部での権力闘争が拡大し始めた［李１９９６；徐

２００４］。その解決策として，「上海コンミュー

ン」は「一月革命」を主導した組織を「当然の

成員」とし，他組織の加入も認めることで最終

的な妥協が図られた［徐２００４，７５］。同時に，

マルクスの『フランスにおける内乱』を参考に

して「上海コンミューン」の成立宣言が作成さ

れた［徐２００４，７０―７１］。コンミューン臨時委員

会は官僚主義の打破を掲げ，８つの部門とひとつ

の弁公室（事務所）のみの設置を宣言した［李

１９９６，３５９］。これにより内部対立は解消された

が，一方でコンミューンの重要部門は少数の有

力組織にのみ割り振られた［李１９９６，３５９―３６０］。

38



その結果出現したのは，当初から事実上の密室

状態で組織された，マルクス・レーニン主義的

コンミューンが必要とする直接民主主義的制度

が欠落したコンミューンであった。

５．毛沢東におけるコンミューン──直接民

主主義と自治の欠落

コンミューンをめぐる動きの特徴と毛沢東お

よび造反派の意図を以上の事実から見出すとす

るならば，第１に北京，上海でのコンミューン

樹立計画は毛沢東と中央文革小組のごく少数の

指導者が中心となって推進され，群衆や群衆組

織は実際には主体的役割を果たす機会を与えら

れなかったことが明らかになる。これと関連し，

毛沢東自身も北京，上海でのコンミューン樹立

の試みを自ら後押しする一方，奪権後に各部門

で出現し得る民衆の影響力拡大に対する予防措

置も忘れなかった。毛は上海造反派の奪権から

間もない１９６７年１月中旬，共産党中央政治局常

務委員会拡大会議の席上，奪権後の権力の所在

に関して「群衆が新しい幹部を選ぶなら，彼等

に選ばせてよい」と述べると同時に，群衆組織

による各部門の「接収，管理はよいが，政務だ

けを管理し，業務は管理しない。仕事はやはり

元々の人にやらせればよい。我々は監督だけを

行う」［逢・金２００３，１４６８］と指摘している。

その背景には，造反派が専門分野を掌握するこ

とにより生産活動に影響が生じ得ることへの懸

念が存在していたと思われるが，反面，これに

より幹部の選出は形式的なものにならざるを得

なくなった。加えて，専門業務が奪権以前の関

係者に引き継がれることは，毛自身が「５・７

指示」で述べた分業解消のイメージや，マルク

スが想定した同様の状況のいずれとも合致しな

いものであった。

第２に，「上海コンミューン」はその当初か

ら，事実上コンミューン内部での勢力配分をめ

ぐる造反派間の権力闘争の円満解決という機能

を期待されていたとみることができる。その後

のコンミューン成立の宣言にはマルクスの著作

等が引用されたようではあるが，現実にマルク

ス・レーニン主義的なコンミューン実現の具体

化へ向けた試みもなされなかった事実に着目す

れば，レーニンが想定した直接民主主義的制度

と自治の片鱗をそこに見出すことは容易ではな

い。それはとりもなおさず，パリ・コンミュー

ン型制度の基本的要件が奪権によっても具体化

し得ないことを意味する。また，毛が文革以前

から直接民主主義的制度に慎重な態度を示して

いた事実を考えれば，これらはある意味で当然

の帰結であったかもしれない。その後，１９６７年

２月に張春橋らが「上海コンミューン」の樹立

を宣言した段階で毛沢東が介入し，コンミュー

ンでの党の存続をめぐる懸念を理由にその撤回

を命じると，張春橋ら少数の造反派幹部は秘密

裏にコンミューン解消の動きを本格化させた。

最終的には，同年２月２４日に上海市内で開催さ

れた造反派の大会で「上海市革命委員会」名義

の決議が読み上げられ，一方で「上海コンミュ

ーン」の名称には言及しない形で，コンミュー

ンの解体が既成事実化された［徐２００４，８６］。

一連のプロセスから，「上海コンミューン」の

成立から解体に至る重要な決定はほぼ事実上密

室状態で進行した事実が明らかになる。そもそ

も，コンミューンの成立から解体に至るまでの

動きが民衆の主体的関与ではなく，毛沢東と少

数の指導者の協議によって進んだこと自体が，

直接民主主義的体制としてのコンミューンの性

質と相容れないものであった。
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Ⅱ 紅衛兵における「コンミューン」理

念──毛沢東との齟齬

１．革委会の成立と「コンミューン」理念を

めぐって

「上海コンミューン」の撤回後，１９６７年１月

から６８年８月までの間，各地で造反派・紅衛兵

が既存の共産党・行政機構に対する奪権を展開

すると同時に，「コンミューン」に替わる新た

な権力機構として，毛沢東が提起した軍・造反

派幹部・造反派紅衛兵の「三結合」による革命

委員会（革委会）が各地で成立していく。革委

会に造反派・紅衛兵が参加したことは一見，コ

ンミューン理念の継承を想起させるものであっ

たが，実質的に軍が主導する革委会はコンミュ

ーン理念を堅持する紅衛兵・造反派への弾圧を

強めた。特に１９６８年以降展開された「清理階級

隊伍運動」「清査“五・一六”」等の一連の政治

運動では，革委会が軍事力を背景として造反派

・「極左派」紅衛兵組織等の反革委会的な組織

への武力弾圧を展開した。その際には，これら

の組織を国民党系の「中華民国反共救国団」等

のダミー集団とすることで弾圧を正当化する論

理が用いられ，かつ武装した保守派群衆組織や

軍が弾圧を主導したため，造反派や「極左派」

に対する鎮圧は苛烈を極めることとなった［宋

２００２；王２００４；暁２００６］。

その一方，革委会が「三結合」（軍人・革命幹

部・造反派）方式により組織されたことは，各

省・市級から基層組織に至るまでの革委会の設

立に際し，造反派紅衛兵・労働者組織指導者の

革委会指導部入りを可能にした。しかし，省・

市級革委会の場合は実質的に軍人・幹部とくに

各軍区司令員が主導権を握る「北京方式」での

設立が主流であり，造反派が望む「上海方式」，

すなわち造反派組織指導者が革委会責任者とな

る方式はほぼ存在しなかった［陳２００６，３１５―

３１６］。企業・事業所等の基層部門の革委会では，

幹部・造反派による「二結合」方式がとられる

事例もみられたが，この場合でも現場の群衆組

織が革委会の人選を行った後，軍責任者が人事

に介入するなど，軍が事実上の最終決定権を行

使していた［陳２００６，３２５―３２７］。これらの事実

は，革委会における人事や政策決定に造反派群

衆組織が関与し得る可能性が実質的に存在しな

かったことを示している。

一連の過程はコンミューン理念の貫徹を目指

す「極左派」紅衛兵の反発を招き，軍との対決

によるコンミューンの実現を模索する動きが各

地でみられた。そのため，紅衛兵のコンミュー

ン理念をめぐる研究においては従来，毛沢東と

紅衛兵におけるコンミューン理念の分岐，より

正確に言えば毛が放棄した理念に対する紅衛兵

の固執と，革委会の成立に対する彼等の反発に

見出す見方が一般的である。しかし，先述した

ように，近年発表された元紅衛兵・造反派の回

想の一部はこの種の現象が必ずしも「毛沢東思

想」的コンミューン理念の貫徹の是非をめぐっ

て生じた訳ではなく，それ以外の契機も存在し

ていた事実を示唆している。以下ではこの問題

に関し，「コンミューン」理念をめぐる元紅衛

兵，造反派指導者の回想に着目し，この問題に

関する彼等の認識に関して検討を試みる。

２．「コンミューン」理念への懐疑──マル

クス・レーニン主義との関連において

「十六条」における「基層組織における，コ

ンミューン型選挙の実施」という文言は，文革
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と「コンミューン」というイメージを一体化さ

せる性格を帯びることとなったと思われるが，

それに関する紅衛兵・造反派の認識は当然のよ

うに一致してはいなかった。コンミューンに関

する彼等のイメージは，以下の３種類に大別可

能と考えられる。第１は，「五・七指示」に象

徴される毛沢東の言説をコンミューンへの道筋

と理解したうえで，革委会の成立をその第一段

階として評価する立場である。この場合「コン

ミューン」と革委会の相違は重要視されず，革

委会において造反派群衆組織が果たす役割が関

心事とされた［陳２００６，３１６―３１７］。また，革委

会の成立に伴い，造反派紅衛兵・群衆組織の代

表の革委会指導部入りが実現した事実をもって，

文革理念の一応の成果とみなす見方も存在して

いた［魯２００５，２３７］。第２は，マルクス・レー

ニン主義的コンミューン理念に沿った，オーソ

ドックスなイメージである。ここでは，文革は

既存の共産党・国家官僚機構の解体と直接民主

主義的体制への移行を指向する運動との認識を

前提とし，将来的なコンミューンの実現が射程

に収められる。例えば，「官僚機構が徹底的に

破壊された，『中国』を代表する東方のコンミ

ューン」［伊林・滌西１９６６］，「幹部に対する批

判を通じ，中国がソ連と同様の社会に変わるこ

とを避ける」「群衆が随時幹部を批判，罷免し，

プロレタリア独裁を改善する」［華２００４］とい

う内容に象徴されるように，官僚と幹部に対す

る民衆側からの自由な批判と罷免権の行使を基

盤とする，直接民主主義的体制としてのコンミ

ューンのイメージがそれである。ここには，マ

ルクス・レーニン主義国家論における最終的到

達点としての，共産主義段階への移行過程にお

ける国家権力の段階的縮小と消滅，それに続く

コンミューンの実現というイメージと同時に，

ソ連に代表される既存の社会主義国家が国家解

体の過程を先送りにした現状への紅衛兵自身の

批判的意識が存在していた。これは，官僚主義

批判という部分では毛沢東の意識とも一致して

いたが，一方では文革以前からの毛沢東におけ

る，民衆主導の直接民主主義的体制に対する懐

疑的意識と衝突するものであった。また，毛の

コンミューンを先述の「五・七指示」における

イメージ，即ち分業の解消と基層自治を前提と

しつつも，直接民主主義的制度も伴わない体制

と捉えるなら，紅衛兵のコンミューン理念は逆

にそれを重視した点で，毛と対立するものであ

ったといえる。ここに，コンミューンをめぐる

両者の認識の相違が，マルクス・レーニン主義

の理解を軸として明確なものとなるのである。

それに対し，第３の事例として，マルクス・

レーニン主義的コンミューン理念に対する理解

を前提としたうえで，中国社会の全体的発展レ

ベルに鑑み，中国におけるコンミューンの実現

は不可能ないし時期尚早とする見方も存在して

いた。例えば，王申酉（文革当時，上海・華東

師範大学学生）は文革以前からマルクス・レー

ニン主義の著作に対する研鑽を重ねた結果とし

て，中国社会の全体的発展度が共産主義社会へ

の移行を可能にする段階に達しておらず，毛沢

東が「五・七指示」で提起した社会のイメージ

を「実現不可能」とする見方を表明している［王

１９７６］。王の認識はマルクス・レーニン主義的

コンミューン理念を前提とした点で第２の立場

と共通するが，結果的には毛沢東のみならず第

２の立場の紅衛兵とも対立するものであった。

以上の区分を想定した場合，マルクス・レー

ニン主義的観点に基づくコンミューン理念を堅
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持する立場を明確に打ち出し得るのは，第２お

よび第３の区分に属する組織ないし個人であっ

たということが出来る。ただ，後者の場合，中

国における共産主義社会への移行を時期尚早と

する認識を有していたことを考えれば，第２の

区分に属する者がマルクス・レーニン主義的コ

ンミューン理念を堅持する集団として出現する

ことになるのである。彼等はその性格上，マル

クス・レーニン主義的コンミューン理念を堅持

する立場から毛沢東思想を相対化した，非毛沢

東思想的傾向を有する存在として毛沢東思想お

よびそれに基づく文革と対峙するに至ったとい

えるのである。

３．マルクス・レーニン主義系紅衛兵組織に

おける「コンミューン」理念

この状況に関しては従来，１９６７年から本格化

した奪権闘争の過程で，紅衛兵が「上海コンミ

ューン」の撤回から革委会の設立に至る一連の

動向を文革当初に掲げられた理念の後退と認識

し，毛沢東らへの反発を強めると同時に，文革

理念の貫徹に固執した結果として理解されるの

が一般的であった。同様に，彼等における社会

主義認識の深化に関しても，上述の展開に困惑

した紅衛兵がマルクス・レーニン主義理論に対

する研鑽を通じ，文革の性格に対する把握を試

みた結果とされてきた。いわば，紅衛兵による

マルクス・レーニン主義理論の研鑽は，文革の

方向性の変化および長期化との関連性から理解

されてきたといえる。しかし，元紅衛兵・造反

派指導者の回想等を詳細に検討した場合，彼等

におけるこの種の意識の形成は文革の長期化と

は無関係に，既に文革初期の段階でみられたこ

とが明らかになると思われる。その要因として

は，第１に文革発動後間もない１９６６年秋以降顕

在化した，文革以前からの共産党・各級政府幹

部の打倒を目指す中央文革小組とそれに反発す

る「紅五類」（共産党・政府・軍高級幹部子弟）

派紅衛兵の対立，第２に「パリ・コンミューン」

型政治・社会秩序の実現をめぐる造反派紅衛兵

と毛沢東らの認識の不一致など，各集団の個別

的事情が存在していた。いずれにせよ，共通す

るのは彼等と中央文革小組を中心とする文革指

導部との方向性の相違が文革初期の段階で明確

になり始めたことと，それに対する紅衛兵・造

反派側の困惑と反発であった。「紅五類」派紅

衛兵の事例の場合，この種の動きは１９６６年秋以

降という比較的早い段階に出現したようである。

その過程で彼等はマルクス，レーニンの著作に

加え，前出のミロヴァン・ジラス等の著作に対

する研鑽を通じ，「文革は毛沢東による，皇権

制度へと向かう政変」という認識を抱き始めた

という［駱２００６］。また，造反派紅衛兵の一部

にも，これと同時期に「パリ・コンミューン」

型秩序の建設という理念と現実との乖離を認識

したことを契機として，同様の動きに向かう事

例も存在していた。華新民によれば，彼等にお

けるコンミューン理念は「社会主義制度を革新

し，プロレタリア独裁を改善」することを目的

とするものであり，具体的には人民が「自由な

意見の表明」と「群衆が随時幹部を批判，罷免」

する権限を有することにより可能となるもので

あった。華によれば，この概念は前出の伊林・

滌西が林彪宛の公開質問状で強調して以

降，１９６６年秋の段階で既に北京を中心とした紅

衛兵の間で浸透し始めていた［華２００４］。この

立場に立った場合，指導者個人の権威の絶対化

は直接民主主義的体制としてのマルクス・レー

ニン主義的コンミューンとは相容れず，また，
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文革を「官僚機構が徹底的に破壊された，東方

を代表する「中国」のコンミューン」という，

マルクス・レーニン主義的コンミューン理念の

実現を目指す運動と捉えるならば，文革指導者

には「その出現が近いことがはっきりと見えて

いない」［伊林・滌西１９６６］とする彼等の認識

は，文革指導部と自らの方向性における齟齬の

存在を表明するに等しいものであった。華の場

合，中央文革小組がパリ・コンミューン型秩序

の樹立を掲げ，批判の自由を提起しつつも，現

実には中央文革小組や中央指導者に対する批判

は一切許容されず，民衆の様々な要求も無視さ

れる現状を目の当たりにし，パリ・コンミュー

ン型秩序の実現により「“社会主義制度を革新

し，プロレタリア独裁を改善する”希望は水の

泡となった」［華２００４］という，極めて深刻な

認識さえ抱くに至のである。これは，文革指導

部が「プロレタリア独裁を改善する」という紅

衛兵の立場を「誤り」と断ずるに至り，より明

白なものとなった［陳２００６，３１８］。それに対す

る反発が，彼等によるマルクス・レーニン主義

の自己研鑽の動きを加速させることとなった。

その典型的な例を，北京の造反派紅衛兵組織

「四三派」と湖南省の「極左派」紅衛兵組織「省

無聯」の動きから見出すことができる。「四三

派」は１９６７年春に発表した文書において，既存

の政治・社会秩序を，資本主義社会の特質とし

ての搾取者と被搾取者の存在という構造が少数

の特権的幹部と大多数の非特権的人民の対立に

形を変えて存在し続ける状態と捉えた。「四三

派」はそれを解消する手段として，非特権的人

民が特権的幹部から「財と権力」を奪取し「再

分配」を実現することを主張した［四三派１９６７；

宋・孫１９９７，２４８―２５６］。いわば，彼等は既存の

政治・社会秩序をマルクス・レーニン主義的階

級闘争理論から理解し，毛沢東治下の秩序をそ

れに依拠し変革することを目指したといえる。

この立場をより鮮明にしたのが「省無聯」で

あった。その成員のひとりであった楊曦光（楊

小凱）は１９６７年春，北京で「四三派」の言説に

触れた。その後，楊は文革の過程で顕在化した

様々な問題を毛沢東思想のみに依拠し理解する

ことに限界を感じ，農村での社会調査とマルク

ス主義の原著に対する研鑽を深めた。その結果

として彼が得た認識は「中国には既に新たな特

権階級が形成された。彼等は人民を「圧迫，搾

取」（純粋にマルクスの言葉）している。中国の

政治体制とマルクスがかつて構想したものとの

間には，少しも共通点が存在しない。したがっ

て，中国では新たな暴力革命により特権階級を

覆し，官吏に対する民選を基盤とする民主政体

を再建しなければならない」［楊１９９８，５］とい

う，極めて深刻なものであった。これは，楊が

自己研鑽の結果，毛沢東治下の政治・社会秩序

の形成過程を本質的にマルクス・レーニン主義

と異なるものとする認識にたどり着き，さらに

この状況を変革することを目的としてマルクス

・レーニン主義に依拠した政治・社会秩序の再

建という方向性を明確にし始めたことを意味し

たといえる。ここに，マルクス・レーニン主義

の立場からの，毛沢東思想およびその影響下で

の既存の政治・社会秩序との対決が，楊および

「省無聯」の方向性として現れるのである。

彼等がその手段として提起したのが，国家の

解体とコンミューン型体制の実現であった。彼

等はそれを毛沢東が提起した「新しい形の政治

機構，《中華人民公社》」と位置付け，「５・７

指示で描かれているような《コンミューン》」

紅衛兵の言説における非毛沢東思想的要素について
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の実現へ向けて「暴力によって新しい官僚ブル

ジョアの支配を転覆し，政治権力の問題を解決

しなければならない」［楊１９６８；マンダレ１９７６，

２７８―２７９］と主張するに至るのである。

４．コンミューンのイメージ──「極左派」

紅衛兵と毛沢東の相違

この部分に着目すれば，彼等はマルクス・レ

ーニン主義と毛沢東思想におけるコンミューン

理念を一体のものとして捉えていたようにみえ

る。では，コンミューンをめぐる毛沢東と「省

無聯」の見解の相違はいかなる形で現れたので

あろうか。自治および直接民主主義的制度に関

する後者の言説に着目し，検討してみたい。

「省無聯」は各地での奪権後に各種の権限が

「組織的に立ち上がった，人民の手に移った」

との見方を示したうえで，それが「一種の《武

装大衆独裁》」の形式をとった時「大部分の工

業・商業・交通・および都市を管理する権力は

（中略）ふたたび武装せる革命人民の手に移っ

た（中略）。革命的人民が，世界歴史を創造す

る主人公として歴史の舞台に現れたことは，こ

れまでになかったことである（中略）。大衆組

織がみずから財政経済の一部の権限を行使した

ときの誇らしい態度は，人びとに忘れがたい印

象を残した」［楊１９６８；マンダレ１９７６，２８７］と

して，民衆自治が機能し得たとの認識を示した。

「《武装大衆独裁》」を背景としたこの描写はマ

ルクス・レーニン主義的コンミューンのそれと

合致すると同時に，コンミューン的自治を可能

とする「省無聯」の意識を集中的に表現してい

る。これを，奪権対象を行政事務などの形式的

な範囲に限定し，それ以外の部分での既存の体

系の温存を表明した毛沢東の発言と比較した場

合，コンミューンをめぐる認識の差異は明確な

ものとなる。

「省無聯」によれば，コンミューン的自治を

保障する手段は「革命的人民」による「プロレ

タリアートの幹部」の選出であった。「パリ・

コンミューン型の新しい社会」では「革命的人

民によって自発的に形成される真のプロレタリ

アートの権威をもつ幹部」が出現し，「彼らは

なんの特権ももたない。物質的にも一般大衆と

同様の待遇をうけ，人民の要求に応じて罷免さ

れる」［楊１９６８；マンダレ１９７６，３０１］存在にな

るとされた。これは，「十六条」が同様に「パ

リ・コンミューン型」選挙の実施を掲げつつも，

その対象を学校や職場の文化革命委員会での代

表選出に限定し，かつ「共産党の指導」を前提

としていた点と比較すれば，「省無聯」のそれ

は「十六条」の文言とは明らかに異なるもので

あった。それにより，大衆による自治と直接民

主主義的制度を基盤とするコンミューンとして

の「《中華人民公社》」が，「省無聯」における

コンミューンとして提示されるのである。

以上の言説からは，彼等がマルクス・レーニ

ン主義的観点と毛沢東が提起した言説の双方に

立脚する形をとりつつも，実際に求めたものが

毛沢東思想の貫徹ではなく，毛沢東が実際には

否定的に捉えていた直接民主主義的制度，換言

すればレーニンが『国家と革命』において掲げ

た制度の完全な実現であったことが明らかにな

ると思われる。その根本に存在したものは，楊

曦光の回想に示されるような，毛沢東思想を本

来のマルクス・レーニン主義とは異なるものと

し，その限界を見抜いたうえでマルクス・レー

ニン主義の本来の形式に依拠しコンミューンの

実現を目指す意識だったであろう。ここには，

「省無聯」が掲げた「毛沢東主義」の擁護がレ
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トリック以上のものでなかったことが示されて

いる。それはまた，事実上マルクス・レーニン

主義と毛沢東思想を対立する存在として捉え，

前者によって後者を批判した伊林・滌西以来の，

造反派および「極左派」紅衛兵による試みの到

達点であったともいえる。

「省無聯」のこのような言説は，中央文革小

組を中心とする文革指導部に衝撃を与えた。例

えば，康生（中央文革小組顧問）が「省無聯」

の言説を「レーニンの言葉を用いてプロレタリ

ア独裁に反対したもの」（注９）として激しく非難

した背景にあったものは，康生の言葉にも示さ

れるように，それがマルクス・レーニン主義の

原則に立脚している事実を否定し得なかったこ

とだったであろう。

つまり，「省無聯」をめぐる動向は毛沢東の

文革理念を堅持した集団による原理主義的行動

としてではなく，毛沢東思想とマルクス・レー

ニン主義におけるコンミューン理念の相違を認

識した集団による，毛沢東批判の動きとしての

性格を帯びるに至ったといえよう。これは一見，

一組織による毛沢東思想との訣別の過程の域を

出ないように思われるが，紅衛兵によるマルク

ス・レーニン主義への研鑽が多くの場合，毛沢

東思想および文革への疑念を契機として開始さ

れ，前者を基準とした後者の相対化という域に

�り着いた事実に着目した場合，「省無聯」の

姿勢は一組織による毛沢東思想および文革理念

の追求の結果ではなく，「上海コンミューン」

挫折以前の段階から紅衛兵の間に存在していた

マルクス・レーニン主義理念に基づく思想的営

為のひとつの成果として，毛沢東思想および文

革批判としての性格を強く帯びたものと理解で

きる。紅衛兵によるマルクス・レーニン主義へ

の研鑽と「コンミューン」型秩序をめぐる認識

の深化は彼等の間に毛沢東思想の相対化という

現象を生じさせた。そして最終的には，「省無

聯」の言説に象徴されるマルクス・レーニン主

義と毛沢東思想との衝突としての性格を帯びる

こととなったのである。

む す び

最後に，本稿での検討結果を再度確認してお

く。第１に，毛沢東はマルクス・レーニン主義

におけるコンミューン理念を理解しつつも，国

家の解体や直接民主主義的政治体制の実現に関

しては，文革以前の段階から既に懐疑的であっ

た。毛のこの意識は，文革初期の「５・７指示」

が分業の解消や住民自治のイメージを示しなが

らも，直接民主主義的政治体制に関しては言及

しなかったことや，「上海コンミューン」の事

例にも象徴されるように，この種の可能性の回

避を図った事実にも反映されていた。第２に，

紅衛兵・造反派は文革初期に提起されたコンミ

ューン型理念の実現という方向性に共鳴し，そ

の実現を目指した。しかし，毛沢東や文革指導

部の現実の動きに直面した彼等は，文革初期の

段階で既に毛沢東思想および文革に対する疑念

を深めることとなった。それは，彼等をマルク

ス・レーニン主義の研鑽と，それによる毛沢東

思想の相対化へと向かわせた。この種の動きは

文革の長期化とは関わりなく，紅衛兵が文革の

現実に疑念を抱いた段階で生じ得るものであっ

た。第３に，紅衛兵にとっての検討課題となっ

たのは文革理念としてのコンミューンと，マル

クス・レーニン主義的コンミューンの関係であ

った。毛沢東および中央文革小組と造反派・「極

紅衛兵の言説における非毛沢東思想的要素について
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左派」紅衛兵の間でのコンミューンに関する念

は一見，類似していた。しかし，彼等の一部は

マルクス・レーニン主義に対する研鑽を深めた

結果，毛沢東思想とマルクス・レーニン主義に

おける多くの相違を認識するに至った。その結

果生じたものは毛沢東思想および文革理念の堅

持という姿勢ではなく，それをマルクス・レー

ニン主義と対置させたうえで，後者に立脚しそ

れを批判する姿勢だったのである。

（注１） 本文中では「コンミューン」を用いるが，

引用資料中で「コミューン」が用いられている場合

はそれも用いることとする。

（注２） 毛沢東，１９６６年５月７日［東京大学近代

中国史研究会１９７４，下巻，３３６］。

（注３） 毛沢東「八期六中全会での講話」１９５８年

１２月１９日［東京大学近代中国史研究会１９７４，上

巻，６１］。

（注４） 毛沢東「北載河会議での講話（記録稿）」

１９５８年８月２１日［マックファーカー等１９９２，下

巻，１１８］。

（注５） 毛沢東「省・市党委員会の書記会議にお

ける発言」１９５７年１月［東京大学近代中国史研究会

１９７４，上巻，１１４］。

（注６） 毛沢東「中央工作座談会紀要」１９６４年１２

月［竹内１９７４，４８］。

（注７） 毛沢東「中央の各首長に対する講話」１９６６

年７月［東京大学近代中国史研究会１９７４，下巻，

３４６］。

（注８） 毛沢東「対《文匯報》，《解放日報》奪権

事件的談話」１９６７年１月８日［中共中央文献研究室

１９９８，第１２巻，１８５］。

（注９） 「康生同志重要講話──摧毀湖南“省無

聯”」１９６８年１月２４日。広東省直属機関革命造反連絡

站《一月風暴》編集部《一月風暴》１９６８年３月２３―２４

期，Red Guard Publications（紅衛兵資料）, Reprinted

by Center for Chinese Materials Association of Re-

search Libralies, Washington, D.C, 1975 所収資料。
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